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あなたとあなたの家族を元気にする情報満載共済だより
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P3 審査 被扶養者の異動手続きについて

P12 医療 医療給付のしくみ

P4 審査 医療保険制度

P10 総務 新組合会議員と役員決まる

P8 年金 共済年金に関するお知らせ
P6 福祉 福祉事業の手続き

時を超え 凛として 清々 しく 立つ【松本市　国宝・松本城】

アクセス／長野自動車道「松本IC」より車で約15分、JR「松本駅」から徒歩約15分

　　　　 （周遊バス“タウンスニーカー”北コースで約７分「松本城・市役所前」下車）

問い合わせ／TEL 0263-34-3000　松本市商工観光部観光温泉課

　　　　　　http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/

close-up
 c

lose-up

　
松
本
城
は
１
５
９
３
〜
１
５
９
４
年
に
石
川
数

正
・
康
長
父
子
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ
た
当
時
の
天
守

が
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
城
は
全
国
に

４
ヶ
所（
松
本
城
、姫
路
城
、彦
根
城
、犬
山
城
）し
か

な
く
、松
本
城
も
明
治
維
新
後
は
解
体
の
危
機
に
あ

り
ま
し
た
が
、地
元
有
志「
保
存
会
」の
努
力
で
解

体
を
免
れ
、現
在
も
戦
国
時
代
の
姿
を
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。天
守
閣（
本
丸
庭
園
）の
観
覧
は
有

料
で
、12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
定
休
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
周
辺
は
松
本
城
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て

い
て
、１
月
29
日・30
日
に
は『
第
25
回
国
宝
松
本
城

氷
彫
フ
ェス
テ
ィ
バ
ル
』が
行
わ
れ
ま
す
。特
設
ス
テ
ー

ジ
で
の
ダ
ン
ス
、コ
ン
サ
ー
ト
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー

な
ど
の
ほ
か
、氷
の
滑
り
台
や
遊
具
が
設
置
さ
れ
、

元
気
な
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
響
き
渡
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
氷
彫
コ
ン
ク
ー
ル
の
作
品
製
作
風
景
は
29
日
の
夜

間
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
て
公
開
さ
れ
、作
品
展
示
は

30
日
に
な
り
ま
す
。

クローズアップ

今回は、松本市から「加工組合さく
ら」による、「赤飯」「ゆず大根」の
２品をご紹介します。

松本市

（20ページ掲載）

【特集】３月末退職される皆さまへ
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
の
新
春
を
迎
え
、
組
合
員
並
び
に
ご
家
族
の
皆
様

の
ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
近
年
、
我
が
国
の
社
会
保
障
制
度
を
取
り
巻
く
状
況

は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
お
よ
び
急
速
な
少
子
・
高
齢
化
の

進
展
等
に
伴
い
一
段
と
厳
し
く
な
り
、
社
会
保
障
制
度
の
一
翼

を
担
う
私
た
ち
の
共
済
制
度
も
例
外
で
は
な
く
、
社
会
保
障
制

度
改
革
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

本
組
合
と
し
て
は
、
組
合
員
数
お
よ
び
給
料
額
が
減
少
傾
向

に
あ
り
、
負
担
金
・
掛
金
収
入
が
減
少
し
て
き
て
い
る
こ
と
並

び
に
短
期
給
付
事
業
に
お
い
て
は
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
お
よ

び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
高
齢
者
医
療
支
援
に
係
る
拠
出
金

額
の
大
幅
な
増
加
等
に
よ
り
、
本
組
合
の
健
全
な
財
政
の
確
保

が
困
難
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
平
成
22
年
4
月
1
日
か
ら
短
期

財
源
率
を
引
き
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

国
に
お
い
て
は
新
し
い
医
療
制
度
改
革
の
検
討
が
佳
境
に

入
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
検
討
結
果
に
よ
る
今
後
の
高
齢
者
医

療
支
援
金
等
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
引
き

続
き
「
短
期
財
政
安
定
化
計
画
」
に
基
づ
き
、
医
療
費
適
正

化
・
安
定
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

平
成
20
年
4
月
か
ら
医
療
保
険
者
に
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た

「
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組

合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
の
皆
様
の
生
活
習
慣
病
の
予
防
と
改
善

に
つ
な
が
る
よ
う
に
、「
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
」
に
基

づ
き
、
更
な
る
受
診
率
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

共
済
年
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
国
の
市
町
村
職
員
共
済
組

合
の
年
金
給
付
を
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
で
一
元

的
に
処
理
し
、
順
調
に
年
金
の
決
定
・
支
給
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
見
込
額
な
ど
の
年
金
個
人
情
報
を
ご
確
認
い
た

だ
く
た
め
、
平
成
21
年
度
に
「
公
務
員
共
済
年
金
の
お
知
ら

せ
」
を
送
付
い
た
し
ま
し
た
が
、
平
成
22
年
度
以
降
は
、
地
共

済
年
金
情
報
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
ご
自
身
の

年
金
個
人
情
報
が
閲
覧
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

一
方
国
で
は
、
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
に
向
け
て
、
新
年

金
制
度
に
関
す
る
検
討
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
本
組
合
と
い
た

し
ま
し
て
も
、
今
後
の
年
金
・
医
療
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
、

そ
の
動
向
を
注
視
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

宿
泊
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
湖
泉
荘
、
サ
ン
パ
ル
テ
山
王

お
よ
び
湯
香
里
荘
の
管
理
運
営
を
運
営
委
託
会
社
に
委
託
し
て

お
り
ま
す
が
、
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、

厳
し
い
運
営
が
続
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
会
社
と
の
情
報
交
換

を
密
に
し
な
が
ら
的
確
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
あ
り
ま
す
が
、
共
済
制
度
の
円
滑

な
運
営
と
発
展
の
た
め
最
善
を
尽
く
す
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、

今
後
と
も
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て
よ
り
良
い
年
と
な
り

ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し

ま
す
。

新年のごあいさつ

長野県市町村職員共済組合

理事長　三木  正夫（須坂市長）
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被扶養者の異動手続きに
ご協力ください
～ 卒業・進学・就職シーズン ～
　共済組合では、３月末で高等学校、大学、専門学校などを卒業予定の被扶養
者を対象に卒業後の資格確認調査を行います。卒業後、就職した場合は、速や
かに「認定取消」の手続きを行ってください。
　手続きが遅れますと、さかのぼって認定取消となり、取消日以降にかかった医療費等を全額返還していただくこ
とになります。例年このような事例が多く見受けられますので、十分ご注意ください。
　また、就職以外の方も状況に応じて異動の手続きが必要となります。

※被扶養者調査回答・申告書は、３月に共済事務担当課を経由して対象となる方に配布いたします。
※�上記の表は一般的な事例のため、該当にならないケースや不明な点は、所属所の共済事務担当課または共済組合医療福祉課審査
担当まで照会願います。
※通信制など（全日制でない学生）の場合、就労条件により引き続き被扶養者として認定できないケースがあります。
※今回の調査対象でない方でも、就職等により認定取消となる方は、速やかに手続きを行ってください。

高
等
学
校
・
大
学
・
専
門
学
校
な
ど
を
卒
業

就　職 認定取消

提  出  書  類

１　被扶養者調査回答・申告書
２　組合員被扶養者証
       （亡失等により返納できない場合は｢組合員証等返還

不能理由書｣をご提出ください。）
３　取消日の確認できる書類
       （健康保険証の写し、採用通知書の写し、人事通知書の

写し、給与支払等証明書など。）

アルバイト・パート等
(月収108,334円未満）

引き続き
認定

提  出  書  類

１　被扶養者調査回答・申告書
２　雇用契約書または給与支払等証明書

アルバイト・パート等
(月収108,334円以上） 認定取消

提  出  書  類

１　被扶養者調査回答・申告書
２　雇用契約書または給与支払等証明書
３　組合員被扶養者証

進学
／引き続き在学
／進学浪人
（アルバイト等の収入がな
い場合）

引き続き
認定

提  出  書  類

平成23年４月以降、
扶養手当の支給あり 被扶養者調査回答・申告書

提  出  書  類

平成23年４月以降、
扶養手当の支給なし

１　被扶養者調査回答・申告書
２　 在 学 証 明 書（ 発 行 日 が

H23.4.1以降のものに限り
ます。）

求職／無職
（アルバイト等の収入がな
い場合）

引き続き
認定

提  出  書  類

１　被扶養者調査回答・申告書
２　診断書（病気により就労できない場合）



退職後の医療保険制度

３月末退職される皆様へ

（ア）	健康保険等の被保険者（強制加入）
	 再就職先で健康保険に加入できるか、事業所にご確認ください。
（イ）	ご家族の被扶養者
	 	年収130万円未満（60歳以上の公的年金受給者または障害を事由とする年金受給者は180万円

未満)であることの他、各健康保険組合独自の認定基準がありますので、被扶養者になれるか、ご家
族が加入している健康保険組合等へご確認ください。

（ウ）	本組合の任意継続組合員
（エ）	国民健康保険の被保険者

（ア）（イ）に該当しない方は、本組合の任意継続組合員制度と市町村の国民健康保険のいずれかを選択
することとなります。任意継続掛金と国保税（保険料）の負担額等を事前に確認し、加入制度を決定すると
きの参考にしてください。

組合員証等の返還は速やかに
　退職日の翌日から、現在お持ちの「組合員証」は使用できませんので、退職後速やかに所属所
の共済事務担当課を経由して共済組合へ返還してください。
　なお、その際には被扶養者として認定されているご家族全員の「組合員被扶養者証」も忘れず
に返還してください。

退　職

選　択（ア）健康保険等の被保険者 （イ）ご家族の被扶養者

（ウ）本組合の任意継続組合員 （エ）国民健康保険の被保険者

再就職先で健康保険等の
被保険者になれますか？

ご家族が加入している健康保険等の
被扶養者になれますか？

あなたは再就職をしますか？

する しない

なれる なれるなれない

なれない

お願い

退職後の医療保険制度
　組合員のみなさんが退職されますと、退職日の翌日から組合員の資格を喪失することとなり、同時に被扶養者
に認定されているご家族についても被扶養者の資格を喪失することになります。
　そのため、退職されたすべての方は次のいずれかの医療保険制度に加入しなおす必要があります。

4

特 集

Check!



●	任意継続組合員証は、任意継続掛金の入金確認後、払込月までの有効期限を記載して、届出されてい
る住所へ送付します。

　　また、有効期限を過ぎた任意継続組合員証等は、必ず本組合に返納してください。

●	掛金納入方法は、任意継続組合員資格取得の申出時に選択していただきます。手間がかからず掛金額
も有利な年払い・半年払いがおすすめです。

　	　なお、年払い・半年払いを選択された方が、年度途中で任意継続を終了した場合でも、未経過の月分
の掛金はお返しいたしますのでご安心ください。（任意継続の終了とは、他の共済組合や健康保険の被
保険者となった。任意継続組合員の資格喪失希望を共済組合に申し出たなど。）

特集◦ 3月末退職される皆さまへ
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　退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方（後期高齢者医療制度の被保険者等でない方に限りま
す。）の希望により、その退職の日から20日以内に共済組合へ加入の申し出をし、任意継続掛金を払い込んだ場
合に、引き続き短期給付を受け、福祉事業の一部を利用することができます。

任意継続組合員制度とは

組合員

組合員であった期間が、退職日まで引き続き１年と１日以上必要です。

最長２年間

任意継続組合員 他の医療保険制度

対  象  者 組合員およびその被扶養者

期     間 退職後２年間（中途での資格喪失可能）

手  続  き 退職後20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を所属所経由で本組合へ提出してください。

掛     金

任意継続組合員の掛金には、医療等に係る短期任意継続掛金と介護保険制度に係る介護任意継続掛金（40歳
以上65歳未満の者が該当）があり、次のとおり算出されます。
　短期任意継続掛金（月額）＝掛金標準額×98.8／1000（平成22年度の率）
　介護任意継続掛金（月額）＝掛金標準額×11.5／1000（平成22年度の率）

※平成23年度の率は未定です。

掛金標準額は次のうちいずれか少ない額となります。
①退職時（退職月初日）の給料額
②�退職時（退職月初日）の給料額×0.8（組合員期間が15年以上で、退職時の年齢が55歳以上かつ初めて
の退職である方に限られます。）

③全組合員の平均給料額
　１月１日における全組合員の平均給料が、次年度４月１日から適用されます。
　参考：平成22年度平均給料額＝324,000円�　※平成23年度額は未定です。

掛 金 納 入
方 法

年払い、半年払い、月払いの３通り（年払い、半年払いの場合は、前納割引の適用があります。）
本組合送付の納付書により最寄りの金融機関から納付していただきます。

年 間 掛 金
金 額 の 例

（平成22年度ベース）　　　　　　　年払い�����421,230円（短期任意継続掛金+介護任意継続掛金）
掛金標準額が324,000円の場合　�半年払い���424,666円（　　　　　��　　〃　�　　�　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　月払い　　428,844円（　　　　　��　　〃　�　　�　　　　　）

給 付
短期給付（傷病手当金、出産手当金については在職中に受給権発生したものに限る。）および人間ドックなどの
各種検診料の助成、本組合の施設や契約施設等に係る施設利用助成等の福祉事業の一部の適用もあります。

Point!



Ⅰ 貸付事業をご利用の方
　退職時において貸付金の残高がある方は、未償還貸付金を全額償還していただくことに
なります。
　その際は、退職手当からの控除となりますが、退職手当の額が未償還貸付金に満たない
場合は、その差額を本人が払い込むことになります。
　また、３月10日までに申出ることにより、退職前に全額を繰上償還することもできます。

Ⅱ ライフサポート年金にご加入の方

〈退職後継続プラン〉
　加入されている方（配偶者分も含みます。）は、退職後75歳まで継続加入することができ
ます。継続等にあたって、継続の意思確認と契約者を共済組合から個人へ名義変更する手
続きが必要となります。

〈一時払退職後終身プラン〉
　在職中「ライフサポート年金」にご加入されている方で、下記の「ご加入の条件」を満たし
た方が加入することができる制度です。
　保険料はご加入時に一括して払込みいただき、死亡または所定の高度障害状態となられ
た場合、死亡・高度障害保険金をお支払いいたします。
　原則、健康告知は不要ですが、「ライフサポート年金」の既加入保険金額（死亡・高度障
害保険金額）を上回る場合や、脱退後１か月を超えた場合は告知書扱いとなります。

○ご加入の条件
　45歳以上の組合員で、ライフサポート年金に退職直前まで継続して２年以上加入してい
る方

　両プランについては、該当者あてに、ご案内、手続き等の関係書類を送付しますので、必
要な手続きをお願いします。（60歳定年退職の場合の流れについては７ページ参照。）
　なお、両プラン以外のライフサポート年金および他のプランについては、退職により自動
脱退となりますので、手続きは不要です。

福祉事業
︿貸付・ライフサポート年金﹀の

退職に伴う手続き

福祉事業
︿貸付・ライフサポート年金﹀の

退職に伴う手続き

特集◦ 3月末退職される皆さまへ
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■退職後制度の概要

■一時払退職後終身プランの概要 ≪加入イメージ≫

■お手続きの流れ

現職中 退職後

① ライフサポート年金 一時払退職後終身プラン
一
生
涯

② 退職後継続プラン 75
歳

③ 重病克服支援プラン

④ 健康づくりサポート
継続不可

特　長 払方

①一時払退職後終身プラン
POINT1）
終身（一生涯）にわたり死亡時と所定の高度
障害時に保障されます。
POINT2）
解約時に解約返戻金を受け取ることができま
す。ただし、ご契約後短期間で解約された場
合、お払込保険料を下まわることがあります。
【保険年齢45歳以上の組合員でライフサ
ポート年金に退職日直前まで継続して２年以
上の加入が必要です。】

一時払

②退職後継続プラン
75歳までの死亡・高度障害時の保障
【退職日直前まで「退職後継続プラン」への加入が
必要です。】

（新）年払
一括払

（一括前納）

【加入例】保険年齢60歳の組合員が一時払保険料300万円に加入の場合

　記載の保険金額等は、パンフレット作成時点（平成22年８月２日現在）の基礎率により計算されています。実際の保険金額等はご
加入時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険金額等も改定されることがあります。

▲退職 一生涯

一時払保険料
300万円

死亡・高度障害
保険金

男性		約385万円
女性		約412万円

（保障額は生涯一定です。）

解約返戻金
（右記参照）

POINT1 POINT2
一生涯の保障として 資産形成として

１年後 ３年後 ５年後 10年後 20年後

男性 約298.6
万円

約304.1
万円

約309.9
万円

約324.0
万円

約349.5
万円

女性 約298.8
万円

約305.5
万円

約311.4
万円

約327.8
万円

約360.2
万円

① 退職後制度ご案内資料の配布

【配布資料】
　・「意思確認用紙」　※平成22年10月更新時のご加入内容をもとに作成しております。
　・「ライフサポート年金」退職後制度の手引き
　・「一時払退職後終身プラン」パンフレット　※45歳以上の方
　・「退職後継続プラン」パンフレット　※加入者のみ
　・「意思確認用紙」送付用封筒

②「意思確認用紙」の提出

「意思確認用紙」ご提出後、「契約申込書」等必要書類一式を㈱明治安田ライフプランセンターより
ご自宅宛てに送付いたします。
【送付資料】
・契約申込書　・約款　・口座振替用紙（（新）年払を選択された場合のみ）など

③「契約書申込書」の提出

　ご加入の制度に合わせた必要書類が異なりますのでご注意ください。
　申込書等必要書類のご返送後、保険料の振込案内をご自宅に送付いたします。

⑤「退職後制度」平成23年５月１日保障開始  保険証券は、ご契約成立後（平成23年５月中旬～下旬）郵送いたします。

④ 退職後制度「保険料」の送金

■「一時払退職後終身プラン」	 →　明治安田システムテクノロジー宛
■「退職後継続プラン」	 →　明治安田システムテクノロジー宛

※	意思確認用紙については、加
入（継続）の有無にかかわらず
全員提出にご協力願います。

※	退職後継続プランに関しては、締切日が
５月末日となりますのでご注意ください。

締切
平成23年３月15日（火）まで

締切
平成23年３月末日
明治安田生命まで

締切
平成23年4月末日

特集◦ 3月末退職される皆さまへ
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退職後の共済年金に関するお知らせ退職後の共済年金に関するお知らせ
　退職される方の中には、在職中に60歳を迎えられた方、退職後に60歳を迎えられる方がいらっしゃいます。
　また、退職共済年金の請求手続きが済んでいる方、まだ請求手続きがお済みでない方などいらっしゃることで
しょう。
　退職後に共済組合に届出等が必要となる事項について説明いたしますので、該当した場合には、共済組合また
は各所属所の共済担当者まで届出等をお願いいたします。

退職後に氏名や住所が変更となる場合（退職共済年金・障害共済年金の受給権者は除く）

　「年金待機者等異動報告書」の提出が必要となります。

万が一、死亡したとき（退職共済年金・障害共済年金の受給権者は除く）

�　組合員であった方が①②のいずれかに該当して死亡した場合、その組合員であった方
によって生計を維持していた遺族※１がいる場合に、遺族共済年金の受給権が発生します。

　①�組合員であった間の傷病が原因で、初診日から５年以内に死亡したとき
　②��組合員期間等が25年以上※２であること

　なお、遺族共済年金の受給権が発生しない場合には、「年金待機者等死亡届書」の提
出が必要となります。

　　 ※１ 遺族の範囲
　　　  次のいずれかに該当する方で組合員であった方の死亡当時、生計を共に（原則として同居）し、かつ恒常

的な収入金額が近い将来にわたって年額850万円（所得で655万円）未満と認められる方が遺族共済
年金の受給権者となります。

　　　①  配偶者と子（子の場合は18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある未婚の子、または障
害等級が１級または２級の障害状態にある子に限ります。）

　　　② 父母
　　　③  孫（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある未婚の孫、または障害等級が１級または２

級の障害状態にある孫に限ります。）
　　　④ 祖父母

　　 ※２  昭和31年４月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて20～24年の短縮措置に該当する場合があ
ります。

公務員として再就職をした場合

　再就職先で長野県市町村職員共済組合に加入していた旨の前歴報告を行ってくださ
い。公務員の期間については、通算して年金が決定となるため、長野県市町村職員共済
組合の期間についても、再就職先の共済組合の期間と通算されます。

60歳※3に到達し、退職共済年金の受給権が発生した場合

　退職共済年金の受給権発生見込日の前月末に退職共済年金の請求手続きに関する書
類を共済組合に届出をいただいている住所に送付いたしますので、受給権発生日以降に
公務員として最後に勤務していた所属所の共済担当課に退職共済年金決定請求書等の
提出をしてください。

　　※３  昭和28年4月2日生まれ以降の一般組合員と昭和34年4月2日生まれ以降の特定消防組合員について
は、段階的に61～65歳に引き上げとなります。

特集◦ 3月末退職される皆さまへ
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退職共済年金の請求手続きをされている方

　退職後、忘れずに退職改定請求書等を各所属所の共済担当者に提出してください。

退職共済年金の請求手続きをされていない方

１�既に60歳に到達されている方
　�早めに退職共済年金決定請求書等を各所属所の共済担当者に提出してください。
２�平成23年３月31日までに60歳に到達される方
　��60歳に到達しましたら退職共済年金決定請求書等を各所属所の共済担当者に提出
してください。

１、２共に、退職後、忘れずに退職改定請求書等を各所属所の共済担当者に提出してく
ださい。

≪年金の支給について≫
年金は給付事由の生じた月の翌月分から支給されます。
支払月は、年６回で、偶数月の１５日に前２月分が支給されます。なお、１５日が土曜日、日曜日または祝日
（金融機関休業日）のときは、前営業日に支給されます。
今年度未退職の方の初回の年金支給日は、遅滞なく退職共済年金決定請求および退職改定請求手続きが
済んでいて、決定している方については、６月１５日（４、５月分）の予定となります。整備事項等により書類
が整わないため決定が遅れる場合には、７月以降に４月分の年金から支給させていただきます。

㊟ 退職後に退職共済年金決定請求書と退職改定請求書の提出を同時にされる方は、請求書の受付から年
金決定まで概ね４月程期間を要していますことをご了知願います。

市町村役場等の臨時職員や民間会社などに再就職し、次の被保険者等になったとき

①�厚生年金保険の被保険者
②�私立学校教職員共済制度の加入者
③�国会議員・地方議会議員
「年金受給権者再就職届出書」の提出が必要となります。
給与と年金額により、年金の一部が支給停止される場合があります。

雇用保険法の失業給付（基本手当等）を受給する場合（障害共済年金の受給権者の方は除く）

「雇用保険法給付との調整事由該当届書」の提出が必要となります。
退職共済年金は職域年金相当部分を除く全額が支給停止となります。

　共済年金の受給権者の方は上記以外に届出が必要となる事項がありますので、詳
細は年金証書とともに送付している「年金のしおり」をご覧ください。

特集◦ 3月末退職される皆さまへ
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選
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新組合会議員および役員一覧

学識経験監事

市　町　村　長　側
役　職　名 氏　　名 所属所職名

理事長 三木　正夫 須 坂 市 長

理事（理事長職務代理者） 久保田勝士 高 山 村 長

理事 菅谷　　昭 松 本 市 長

理事 松島　貞治 泰 阜 村 長

監事 高坂　宗昭 飯 島 町 長

組合会議員 牧野　光朗 飯 田 市 長

組合会議員 芹澤　   勤 小 諸 市 長

組合会議員 中島　育男 南相木村長

組合会議員 田中　勝已 木 曽 町 長

組合会議員 島田　茂樹 栄 村 長

役　職　名 氏　　名 備　考

学識経験監事 宮島　良夫 伊那市議会議員

職　員　側
役　職　名 氏　　名 所属所職名

理事（代表） 神山　　勝 長 野 市 職 員

理事 百瀬　朋章 松 本 市 職 員

理事 森本　克則 王 滝 村 職 員

理事 黒栁　浩樹 飯 綱 町 職 員

監事 杉山　哲也 駒ヶ根市職員

組合会議員 中沢　徳士 上 田 市 職 員

組合会議員 西沢　喜𠮷 大 町 市 職 員

組合会議員 坂井　道夫 千 曲 市 職 員

組合会議員 豊田　秀明 安曇野市職員

組合会議員 鈴木　広章 白馬 村職 員

理事長に

三木  正夫 氏（須坂市長）を選出！

宮島  良夫   S24年11月19日生

趣味：読書・スポーツ
市町村共済組合理事２年の経験を生かし、共済
組合発展のため努力したいと思います。

新
組
合
会
議
員
と
役
員
決
ま
る



組合会議員のプロフィール 【質問事項】① 趣味　② 抱負

理
事
　
菅
谷
　
昭

松
本
市
長

S
18
年
11
月
22
日
生

①旅と読書
②�組合員の皆様の目線に立って、安心して
職務に専念できるよう共済組合の充実
発展に向け、微力を尽くしてまいります。

議
員
　
芹
澤
　
勤

小
諸
市
長

S
16
年
1
月
22
日
生

①ウォーキング
②経費節減による健全経営

11

理
事
長
　
三
木
正
夫

須
坂
市
長

S
24
年
4
月
30
日
生

①スキー・ゴルフ。読書。旅行
②�現代の様な先行きが不安な時代にあっては、共済組合をはじめ様々
な「絆」が重要です。共済組合は組合員の生活の安定と福祉の向
上に寄与することを目的としており、各組合員が、公私共に活き活き
とした生活を送ることができるよう、微力ながら尽力してまいります。

議
員
　
中
沢
徳
士

上
田
市
職
員

S
35
年
3
月
10
日
生

理
事
　
森
本
克
則

王
滝
村
職
員

S
38
年
10
月
3
日
生

議
員
　
田
中
勝
已

木
曽
町
長

S
12
年
7
月
16
日
生

①仕事？
②�市町村職員が現役中は勿論、退
職後も健康で生き生きと活躍でき
るよう努めたいと思います。

①映画鑑賞、ちょっとだけピアノ
②�今期二期目となりました。多くの課題を抱える共済事
業ですが、加入されている皆様のため精一杯頑張らせ
ていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

理
事
（
代
表
）

神
山
　
勝

長
野
市
職
員

S
36
年
1
月
5
日
生

①畑仕事
②�皆様にとって大切な市町村共済組
合です。組合員の代表として一生
懸命務めます。

理
事
（
理
事
長
職
務
代
理
者
）

久
保
田
勝
士

高
山
村
長

S
17
年
1
月
11
日
生

①釣り
②�共済組合の健全な運営と発展の
ため、皆様と力をあわせ、努めて
参ります。

理
事
　
松
島
貞
治

泰
阜
村
長

S
25
年
2
月
20
日
生

①弓道
②安定した運営ができる組合に

議
員
　
牧
野
光
朗

飯
田
市
長

S
36
年
8
月
16
日
生

①街歩きや森歩き。スポーツ観戦。
②�組合員の皆様の、生活の安定と福祉の向上を
図り、安心して職務に専念できるよう、共済組
合の健全な運営と発展に努力してまいります。

監
事
　
高
坂
宗
昭

飯
島
町
長

S
17
年
10
月
15
日
生

①囲碁、野球観戦
②�市町村共済事業発展のために精
一杯努力します。

議
員
　
豊
田
秀
明

安
曇
野
市
職
員

S
43
年
9
月
5
日
生

①車やバイクでのドライブ
②�組合員の皆様の代表として、精一
杯頑張りたいと思います。よろしく
お願いします。

理
事
　
百
瀬
朋
章

松
本
市
職
員

S
38
年
6
月
20
日
生

①スポーツ観戦
②�微力ではありますが、組合員の福
祉向上のために努めたいと思いま
す。

議
員
　
坂
井
道
夫

千
曲
市
職
員

S
38
年
2
月
1
日
生

①ポタリング(自転車でぶらつくこと)
②�組合員とご家族の皆さんの福利
厚生向上に努力いたします。

議
員
　
中
島
育
男

南
相
木
村
長

S
13
年
7
月
5
日
生

①読書・ウォーキング
②�組合定款第２条の目的達成のた
めに他の組合会議員と共に微力
ながら努力したい。

①山登り、書道
②�組合員の皆さんの福利厚生の充
実と共済組合の健全な運営に努
力します。

議
員
　
島
田
茂
樹

栄
村
長

S
16
年
2
月
4
日
生

①山菜採取
②�一般職・特別職として、通算47年間
お世話になっているので、微力ですが
組合運営に協力させていただきます。

議
員
　
西
沢
喜
𠮷

大
町
市
職
員

S
46
年
6
月
26
日
生

①釣り
②�組合員とご家族の皆様のお役に
立てるよう務めさせていただきま
す。よろしくお願いします。

議
員
　
鈴
木
広
章

白
馬
村
職
員

S
44
年
6
月
6
日
生

①ジョギング
②�組合員とその家族の生活を支える共済制
度の維持と向上に務めさせていただきま
す。よろしくお願いします。

監
事
　
杉
山
哲
也

駒
ヶ
根
市
職
員

S
37
年
10
月
23
日
生

①映画鑑賞、写真
②�組合員の皆さんの福利厚生向上
と共済事業発展のため、微力です
が頑張ります。

理
事
　
黒
栁
浩
樹

飯
綱
町
職
員

S
39
年
5
月
6
日
生

①音楽鑑賞
②�共済制度が組合員にとって、より
利用しやすくなるよう、組合員の声
を聞き、組合会へ届けたい。

市町村長側職  員  側



　組合員や被扶養者のみなさんが病気やけがのため組合員証または組合員被扶養者証を提示して保険医療
機関にかかると、窓口で総医療費の３割（注）を支払います（図①）。保険医療機関は残りの医療費を社会保
険診療報酬支払基金での内容審査を経由して、共済組合へ請求します（図②、③）。共済組合はその請求に
基づいて資格審査をし、支払基金を経由して保険医療機関へ支払いを行うとともに（図④、⑤）、窓口負担額
が高額療養費や一部負担金払戻金などの支給対象となった方には、給付金を算定して組合員に送金します
（図⑥）。なお、給付金の算定は自動的に行われますので、組合員のみなさんからの申請は不要です。
　入院の際に窓口で一時立替負担となる高額療養費については、事前に「限度額適用認定証」（詳細は次
ページをご覧ください。）の交付を受け、窓口に提示することで高額療養費に
係る徴収がなくなり負担額が軽減されます。

窓口一部負担金額
70歳以上 １割（法定 2割）
未就学児童 ２割

※70歳以上の１割負担は平成23年３月までの暫定措置。
　70歳以上で上位所得の方は３割負担。

【医療費・給付金の流れ】

【組合員へ現金給付される主な医療給付一覧表】
給付の種類 給付の概要

高 額 療 養 費 自己負担額が高額療養費算定基準額（※）を超える場合に支給。

一部負担金払戻金 組合員の窓口負担金額が25,000円を超えるときに、その超える金額を支給。
（1,000円未満は支給しないものとし、100円未満は切り捨てる。）

家族療養費附加金 被扶養者の窓口負担金額が25,000円を超えるときに、その超える金額を支給。
（1,000円未満は支給しないものとし、100円未満は切り捨てる。）

入 院 附 加 金 組合員が引き続き７日以上入院した場合に、１日につき500円を支給。（例：７日間の
入院で500円×７日＝3,500円を支給。被扶養者の入院には支給されません。）

組合員証提示により医療機関にかかった一般的な窓口３割負担の場合

組 合 員
任意継続組合員

本人・被扶養者

共済組合
（保険者）

保険医療機関
（病院・診療所・薬局）

所属所
（市町村等）

① 組合員証等提示
　 受診者一部負担支払

掛金
（給与天引）

負担金

⑥ 現金給付
　 （送金）

② 保険者負担
　  受診者一部負担以外の

医療費の請求 

③ 請求

⑤ 支払

④ 支払

現物給付（診療、薬剤等）

（資格審査等処理後、支払・現金給付）

社会保険診療報酬支払基金
（医療費請求・支払等のとりまとめ機関）

（注）

医療給付のしくみ医療給付のしくみ
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　医療給付はすべて１レセプト（同一の月に同一の医療機関で診療を受けたもの）ごとに算定します。入院附
加金については、月をまたいだ場合も合計して支給します。
　また、これらの医療給付金はおおむね診療月の翌々月（２か月後）の月末に組合員の口座へ送金します。給
付金の内容や金額については、送金日の前に所属所経由で送付している「医療費通知書 兼 短期給付決定通
知書」で確認ください。

【限度額適用認定証】
　70歳未満の組合員および被扶養者が入院し、医療費が高額となる場合、「限度額適用認定証」を提示する
と、窓口負担が軽減されます。

〜限度額適用認定証の申請方法〜
　限度額適用認定申請書へ必要事項を記入し、所属所の共済事務担当者へ提出ください。認定証は所属所
経由で組合員へ送付しますので、医療機関の窓口へ提示してください。認定証は入院時に提示が必要です。間
に合わない場合は予め医療機関へその旨をお申し出ください。
（申請書は所属所の共済事務担当者へ申し出いただくか、共済
組合のホームページからダウンロードしてください。）
　また、限度額適用認定証を提示しなかった場合は、窓口での
支払額は総医療費のうち負担割合に応じた金額となりますが、
後日高額療養費として組合員の口座へ送金します。

（*1）上位所得者とは、療養のあった月の給料が一般職42万4千円以上、特別職53万円以上の者。
（*2）�多数該当とは、入院期間が３か月を超えるなど過去12か月以内に３回以上高額療養費に該当し、４回目以降の月にあたること。

（※）高額療養費算定基準額
区　　　分 自己負担限度額

70歳未満

一　　般
通　　常 80,100円＋（医療費－267,000円）×１％

多数該当（*2） 44,400円

上位所得者（*1）
通　　常 150,000円＋（医療費－500,000円）×１％

多数該当（*2） 83,400円

７０歳以上 窓口での自己負担に上限額が定められているため、認定証は不要です。
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　今回の医療費統計は、「気分［感情］障害（躁うつ病を含む）」をはじめとする「精
神および行動の障害」についての統計です。以前からある病気ですが、よく耳にする
ようになったのは、ここ数年前からではないでしょうか。
「精神及び行動の障害」についての10年前と、過去５年間の受診件数と総医療費などの状況を
掲載します。
みなさん（組合員および被扶養者）が受診されたレセプトからみても、10年前にあたる平成11
年度の「精神および行動の障害」の受診件数は8,667件（20分類中第12位）だったのに対し、
平成21年度では、16,029件（20分類中第９位）と約２倍の件数となっています。
　この「精神および行動の障害」に含まれるものは、気分［感情］障害（躁うつ病を含む）のほか
に、神経性障害、統合失調症など数多くありますが、今回の統計には、日常生活のストレスが原
因となることが多いと言われる、自立神経系の障害は含めていません。
　精神疾患の原因は、過度のストレス等による「心因」、病気などによる「外因」などがあり、そ
の症状については、意識障害、思考障害、気分障害、行動障害などさまざまです。治療法には、
薬物療法や、精神療法、その人を取巻く環境の調整（整備）があげられますが、まず、病気になら
ないよう上手にストレスと付き合うことが大事です。

平成20年度（2年前）
受診件数 15,567�

総受診件数に
占める割合（％） 3.90�

総医療費（千円） 270,267�

平成22年度（今年度）
受診件数 9,654�

総受診件数に
占める割合（％） 4.28�

総医療費（千円） 168,918�

平成19年度（3年前）
受診件数 15,000�

総受診件数に
占める割合（％） 3.67�

総医療費（千円） 276,595�

平成18年度（４年前）
受診件数 14,390�

総受診件数に
占める割合（％） 3.51�

総医療費（千円） 284,450�

平成17年度（５年前）
受診件数 13,289�

総受診件数に
占める割合（％） 3.15�

総医療費（千円） 266,511�

平成11年度（10年前）
受診件数 8,667�

総受診件数に
占める割合（％） 2.14�

総医療費（千円） 252,164�

（参考：４月から10月分まで）
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みなさんの医療費は―!?
 医療費統計 vol．18 ― 精神および行動の障害

件数、割合は、
ともに約２倍！
総医療費は、
1,300万円増！

平成21年度（１年前）
受診件数 16,029�

総受診件数に
占める割合（％） 4.10�

総医療費（千円） 265,098�



　在職中から退職後の人生設計について考える生涯生活設計型として、ライフプランの３要素「生きがい」、
「健康」、「家庭経済」の必要性について、明治安田ライフプランセンターの専任講師の講義がありました。

　職場のメンタルヘルスに関する指針から始まり、管理監督者として部下への情緒的支援での傾聴演習など
を交えて、東京メンタルヘルスの遠藤講師の講義がありました。

　メンタルヘルスに関する講演等で定評がある、東京メンタル
ヘルスの武藤清栄所長を講師としてお招きし、「職場におけるメ
ンタルヘルス対策について」と題して、御講演をいただきました。
　職場のメンタルヘルスの現状から職場復帰まで、少年時代
の経験談も交えて楽しく御講演いただき、参加された組合員の
方々は、熱心で楽しいトークに引き込まれ、武藤所長からの問い
かけに答えていました。

・目標を持って充実した生活をすることの大切さがわかり、生活を見直そうと思った。
・�定年後の生活設計について、なかなか思い描けなかったが、50歳代前半の良い時期に将来を考えてみ
る機会になった。
・身体を楽しく動かし、続けていくことが大切だとわかった。

・メンタルの対応方法と自分の対応の反省点が明確になった。
・�解かりやすい解説で、演習を交えた面談の仕方まで、内容の濃い研修であった。詳しく聞きたかったの
で、もう少し時間があってもよかった。
・「聴く」ことの大切さがわかった。

参加者のアンケートからの声

参加者のアンケートからの声
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❖ 共済組合主催のセミナー報告 ❖

50歳代前半の組合員および福利厚生担当者を対象に開催！

管理監督者の組合員を対象に開催！

全組合員を対象に開催！

平成22年８月19日長野・20日上田・26日飯田・27日松本の県下４会場で開催、96名の参加

平成22年10月７日伊那・８日塩尻・14日長野・15日佐久の県下４会場で開催、89名の参加

平成22年11月２日松本で開催、62名の参加

ライフプランセミナー

メンタルヘルス研修会

メンタルヘルス講演会



　共済組合の貸付事業には、お子様などの入学や修学中にかかる費用に対して
貸付を行う「入学貸付」と「修学貸付」があります。貸付時期や金額等はそれ
ぞれ下記のとおりとなりますので、学費について借入れをお考えの組合員の方
は、是非ご利用ください。
　ご希望の組合員は、所属する市町村または一部事務組合等の共済組合事務担
当課までお申し出いただき、貸付申込書を貸付希望月の前月末日（必着）までに、所属所経由で共済組
合に提出してください。
　その他詳細については、各所属所の共済組合事務担当者または共済組合医療福祉課福祉担当までお問
い合わせください。

入学・修学貸付のご案内入学・修学貸付のご案内
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入学貸付 修学貸付

貸
付
時
期

入学前または入学後１月以内 修学前または修学期間中

貸
付
事
由

組合員・被扶養者（被扶養者でない子を含
む）の入学金、授業料等の納入費用、アパー
ト等の賃貸料

組合員・被扶養者（被扶養者でない子を含む）
の授業料等の納入費用、アパート等の賃貸
料

貸
付
限
度
額

１つの貸付事由ごとに給料の６月分に相当
する金額
ただし、当該金額が200万円を超えるとき
は200万円

修学月数１月につき10万円
１年で最高120万円（年度毎の貸付）
修学年度途中での申込みの場合は、年度の
残月数分

＜例＞　3・4月の貸付け…120万円
　  　         5月の貸付け…110万円
　  　         6月の貸付け…100万円

添
付
書
類

・合格通知書または入学許可証の写し（注）

・ 入学案内書（入学金、授業料等の納入費
用の記載があるもの）

・アパート等の賃貸契約書等

・ 在学証明書（注）（入学前の申込の場合は、合
格通知書または入学許可証の写しを添付い
ただき、入学後に在学証明書を提出してくだ
さい）

・ 授業料等修学に要する納入費用が確認でき
る案内書等

・アパート等の賃貸契約書等

共通
・印鑑登録証明書
・組合員との続柄を証する書類（被扶養者を除く）
・ 金融機関等からの借入がある場合は、借入状況、償還額等が確認できる書類（償還表、融

資決定通知書等）
（注） 海外留学の場合は、当該外国の教育機関の証明書（国内の学校長が特別に留学を認めた場合は、当該学校長

の証明書）



　組合員の相互救済を目的とする貸付事業は、将来の年金給付のために積み立てている年金積立
金から必要な資金を借り入れて運用しています。
　借り入れた資金は、利息を附し、返済していることから、年金積立金の効率的な運用がなされて
います。

　共済組合から貸付を受けた組合員が、自己破産や民事再生などにより、貸付金を償還することが
できなくなる事故（貸付事故）が、発生しています。
　貸付事故者は将来、年金の請求権が発生し、年金が支給されることとなりますが、貸付金が返済
されない場合は、年金原資を返済せずに年金を受給する状況となります。
　共済組合では、貸付けの適正な審査と債権回収への取組みに努めていますが、組合員の皆さまに
おかれましては、今後も共済組合の貸付制度をご理解いただき、必要書類等の提出などご協力をお
願いいたします。

　貸付事故による未回収債権は、全国市町村職員共済組合連合会が運営主体の貸付債権共同保
全事業の交付金で補てんされ、各県の共済組合は払込金を負担しています。
　保全事業の払込金率は、各県の共済組合の貸付事故金額、組合員貸付残高等を勘案し負担を配
分します。長野県の平成22年度の払込金率は100万分の82です。

　貸付を受けている組合員が償還途中で死亡または高度障害の状態となった場合、貸付未償還元
利金を退職手当等からではなく、保険金で充当し、退職手当等が確保され遺族の生活の安定および
貸付債権の保全を確実に行うことを目的としています。
　加入時期については、新規申し込み時の加入または毎年９月募集（12月から保障）の加入となり
ます。

※家財および盗難等による損害に係る災害貸付は一部負担金納付となります。

※申込書等は借受希望月の前月末日締切 （共済組合必着）

貸付事業の
仕組み

貸付事故に
ついて

貸付債権共同
保全事業

団体信用
生命保険

今後の予定

借受希望月 送金予定日 申込締切日

平成23年2月 平成23年2月28日（月） 平成23年1月31日（月）

3月 3月30日（水） 2月28日（月）

4月 4月28日（木） 3月31日（木）

貸付種類 利率（％） 一部負担金納付・抵当権設定の適用

普通・特別 2.66 一部負担金（年0.06％）を毎月の償還額と併せて納付

住　宅 2.66 ＜貸付金額４００万円以下＞
一部負担金（年0.06％）を毎月の償還額と併せて納付

＜貸付金額４００万円超＞
抵当権設定
（在宅介護対応住宅貸付と住宅貸付等を併せた貸付金額が400万円を
超える場合も抵当権設定）

災　害※ 2.22

在宅介護対応住宅 2.40

貸付利率（変動金利）

共済組合の貸付制度をご活用ください

貸付事業のご案内
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貸
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経
理

預
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金
管
理
経
理

長
期
経
理

（
年
金
原
資
の
運
用
等
）

貸  付

×返還

市町村職員共済組合 全国市町村職員
共済組合連合会

貸  付

将来、年金の請求権が発生

×償還

貸  付

×返還
組合員

（貸付事故）




